
公園はみんなの憩いの場です 

　

ご
み
の
野
外
焼
却
（
野
焼
き
）

は
、
法
令
に
よ
り
原
則
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
違
反
し
た
場
合
、
１

０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
な
ど
厳

し
い
罰
則
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
煙
や
悪
臭
、
有
害
物
質

の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
発
生
原
因

に
な
る
こ
と
に
加
え
、
特
に
空
気

が
乾
燥
し
風
が
強
い
こ
の
時
期
は
、

火
災
の
原
因
に
も
な
り
や
す
い
た

め
、
野
焼
き
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

　

農
林
漁
業
を
営
む
た
め
に
や
む

を
得
ず
行
う
焼
却
な
ど
は
禁
止
の

例
外
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
周
辺

の
住
宅
環
境
に
影
響
を
与
え
、
苦

情
な
ど
の
あ
る
場
合
は
、
行
政
指

導
の
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

◆
ご
み
の
処
理
方
法

　

家
庭
の
ご
み
は
、
ご
み
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
出
す
か
、
匝
瑳
中
継
施

設
ま
た
は
東
総
地
区
ク
リ
ー
ン
セ

法
律
に
よ
り
厳
し
い
罰
則
も

野
焼
き
は
や
め
ま
し
ょ
う

ン
タ
ー
（
銚
子
市
）
に
直
接
搬
入

し
て
く
だ
さ
い
。

　

事
業
系
ご
み
は
、
そ
の
種
類
に

応
じ
た
処
理
施
設
へ
搬
入
す
る
か
、

一
般
廃
棄
物
ま
た
は
産
業
廃
棄
物

の
収
集
・
運
搬
許
可
業
者
に
委
託

す
る
な
ど
し
て
事
業
者
自
ら
が
適

正
に
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

※
野
焼
き
行
為
を
発
見
し
た
場
合

は
、
環
境
生
活
課
（
☎
73
・
０
０

８
８
）
ま
た
は
匝
瑳
警
察
署
（
☎

72
・
０
１
１
０
）
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

問
環
境
生
活
課
環
境
班

 

☎
73
・
０
０
８
８

　毎月第１土曜日は市民を対象に、１ラ
ウンドを無料で開放しています。
※道具のレンタルも無料です。
◆今月の無料開放デー
　３月７日（土）
 問パークゴルフそうさ☎74－3751

　市内の中学校では、２年生
を対象にした社会体験（職場
体験）学習を実施しています。
この取り組みは、中学生が実
際に店舗などの事業所で接客
などに携わり、作業内容の他、
あいさつや礼儀などの指導を
受けるもので、未来を担う子
どもたちにとって、将来の生き方や職業観を学べるなど、学校
生活の中だけでは得られない素晴らしい学習の場となっていま
す。
　令和８年度も、９月から11月に２日間の日程で社会体験学習
を行う予定です。本学習に協力いただける事業所を随時募集し
ています。受け入れが可能な事業所は、下記までご連絡ください。
問匝瑳市中学生社会体験推進協議会事務局（学校教育課内）

 ☎73－0094

毎月第１土曜日はパークゴルフそ
うさへ

寿司づくり体験をする生徒（令和７年）

社会体験の協力事業を募集
職場は学びの場

　ごみのポイ捨てや犬のふんの放置、施設の損傷など、
公園内での迷惑行為・危険行為が増えています。公園を利
用する際には、次のルールやマナーを守りましょう。
◆公園内をきれいに利用するために
●ごみは各自で持ち帰りましょう。●犬の散歩は引き綱
（リード）を付けてください。ふんをした場合は、必ず
飼い主が責任を持って始末してください。●駐車場を含
め、公園内は全面禁煙で、火気の使用は禁止です。●バ
スケットゴールのリングネットにぶら下がるなど、施設
を損傷する行為は絶対に行わないでください。
◆他の利用者を危険にさらさないために
●硬いボール・バット・ゴルフクラブを使用するなどの
危険なボール遊びは禁止です。●自転車を含む車両の乗
り入れやスケートボードの使用は禁止です。●ドローン
やラジコンヘリなどは、公園内で飛ばさないようにしま

しょう。
◆けがを防止するために
●遊具では、危険な遊び方はせず、けがの無いよう気を
付けましょう。●ひもの付いた服、脱げやすい靴などは、
事故の原因となるので、適切な服装で遊びましょう。●
小さな子どもには、大人が付き添いましょう。
※遊具の故障や異常があったときは、下記までご連絡く
ださい。
 問都市整備課都市計画班☎73－0091

市民無料開放デーを実施

公園のルール・マナーを守りましょう
公園はみんなの憩いの場です 

市民無料開放デーを実施

くらしの情報●Sosa Information
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◆
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
オ
ー
プ
ニ

ン
グ
ペ
ー
ジ
下
段
と
く
ら
し
・
行

政
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
下
段
に
表
示
す

る
バ
ナ
ー
広
告
で
す
。

掲
載
期
間
…
４
月
〜
翌
年
３
月

（
１
カ
月
単
位
）　

掲
載
料
金
（
月

額
）…
１
枠
１
万
円　

広
告
の
規

格
…
縦
60
ピ
ク
セ
ル
×
横
１
５
０

ピ
ク
セ
ル
で
、
容
量
は
10
キ
ロ
バ

イ
ト
ま
で
（
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
や

分
割
で
の
表
示
は
不
可
）　

広
告

の
枠
数
…
10
枠　

申
込
期
限
…
３

月
19
日（
木
）

◆
広
報
紙

　

広
報
そ
う
さ
の
裏
表
紙
と
情
報

ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
広
告
で
す
。

掲
載
期
間
…
５
月
〜
翌
年
４
月

（
１
カ
月
単
位
）　

掲
載
料
金
（
月

額
）
…
多
色
（
裏
表
紙
）：
１
万

５
０
０
０
円
、
１
色
（
情
報
ペ
ー

ジ
）：
１
万
円　

広
告
の
規
格
…

縦
４
・
５
㎝
×
横
８
・
５
㎝
（
１

号
広
告
の
み
募
集
）　

広
告
の
枠

数
…
多
色
２
枠
、
１
色
８
枠　

申

込
期
限
…
３
月
19
日（
木
）

《
お
得
な
割
引
制
度
》

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
広
報
紙
で

は
、
複
数
回
広
告
を
掲
載
し
た
場

合
の
割
引
制
度
が
あ
り
ま
す
。
同

一
年
度
内
に
３
回
以
上
掲
載
す
る

場
合
、
３
回
に
付
き
１
回
分
の
掲

載
料
金
が
半
額
に
な
り
ま
す
。

◆
市
の
公
共
施
設

　

飯
倉
駅
市
民
多
目
的
ホ
ー
ル
内

に
掲
出
す
る
広
告
で
す
。

掲
出
期
間
…
４
月
〜
翌
年
３
月

（
１
カ
月
単
位
、
最
長
６
カ
月
分

掲
出
可
）　

広
告
の
種
類
・
掲
出

料
金
な
ど
…
下
表
の
と
お
り　

申

込
期
限
…
掲
出
開
始
希
望
月
の
１

カ
月
前

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
広
報
紙
、
飯
倉
駅
市
民
多
目
的
ホ
ー
ル

広
告
を
掲
載
し
ま
せ
ん
か

◆
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

所
定
の
申
込
書
に
必
要
書
類
を

添
え
て
、
左
記
ま
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
掲
載
で
き
な
い
業
種
や

表
現
内
容
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
、

各
担
当
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
広
報
紙
】

秘
書
課
広
報
広
聴
班
☎
73
・
０
０

８
０

【
飯
倉
駅
市
民
多
目
的
ホ
ー
ル
】

都
市
整
備
課
都
市
計
画
班
☎
73
・

０
０
９
１

▼「ホームペ
ージバナー広
告募集」のペ
ージはこちら
から

▼「広報紙へ
の広告募集」
のページはこ
ちらから

▼「飯倉駅市
民多目的ホー
ルへの広告募
集」のページ
はこちらから

　

市
で
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
広
報
紙
の
他
、
公
共
施
設
を
媒
体

と
し
た
有
料
広
告
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
令
和
8
年
度
の
各
媒
体

へ
の
広
告
主
を
次
の
通
り
募
集
し
ま
す
。

◆飯倉駅市民多目的ホールの広告の種類・掲出料金など

種類 規格 料金

ポスター（大） B0、B1、A0、A1 4,000円

ポスター（小） A2、B2、B3 3,500円

ビラ（掲出用） A3、A4、B4、B5 3,000円

チラシ（配布用） A4、B5（１束・200枚） 2,000円

※料金は１枠当たりの月額です。ポスター、ビラ、チラシの
制作費用は、広告主の負担になります。

　

令
和
８
年
度
分
「
福
祉
タ
ク
シ

ー
利
用
券
」
の
申
請
受
け
付
け
を

３
月
23
日（
月
）か
ら
行
い
ま
す
。

　

利
用
券
は
、
福
祉
課
（
市
役
所

１
階
）
ま
た
は
野
栄
総
合
支
所
で

申
請
受
け
付
け
後
、
即
日
交
付
し

ま
す
。

◆
対
象

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
、
２
級

お
よ
び
３
級
（
視
覚
障
害
者
、
下

肢
・
体
幹
機
能
障
害
）の
人

②
療
育
手
帳
Ⓐ
の
１
、
Ⓐ
の
２
、

Ⓐ
、
Ａ
の
１
、
Ａ
の
２
の
人

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
の
人

◆
持
ち
物

　

障
害
者
手
帳

問
福
祉
課
障
害
福
祉
班

 

☎
73
・
０
０
９
６

受
け
付
け
は
３
月
23
日
か
ら

福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
を
交
付

　自殺は決して特別なものではありません。不調や悩みを感じた
ら、ひとりで抱え込まず誰かに相談しましょう。また、身近な人
の「いつもと違う」に気づいたときは、話をじっくり聞き、相談
機関に連絡するなどして、見守ってあげてください。
こんな変化はありませんか…●毎日の生活に充実感がない ●こ
れまで楽しんでいたことが、楽しめなくなった ●以前は楽にで
きていたことが、いまでは苦痛に感じる ●自分が役に立つ人間
だと思えない ●わけもなく疲れたように感じる ●よく眠れない、
または朝方に目が覚める
　県では、電話や対面では打ち明けづらい悩みが
ある人へ、コミュニケーションアプリ「L

ラ イ ン

INE」で
の相談を実施しています。「いのち支えるSNS＠
ちば」を友だち追加してください。
相談日時…毎週月・水・土・日曜日の14時～21時
30分（月曜日は３月中のみ）
 問福祉課障害福祉班☎73－0096

▼友だち追加
はこちらから

ひとりで悩んでいませんか
３月は自殺対策強化月間
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